
【看護体制(Ⅰ・Ⅱ)・栄養マネジメント・夜勤職員配置Ⅰ・個別機能訓練・サービス提供体制強化・介護職員等処遇改善加算Ⅰ有り※R６．８～】

費用額合計      
　　（加算有り）

食　費 費用額合計      
　　（加算有り）

119,677

（1日／１４４５円） 44,795

53,394

基準 （1日／　９１５円）

☆ この概算は、３１日間のものです。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。

従
来
型
個
室

多
床
室

要
介
護
認
定
区
分

（単位は、円です。）　

施設サービス費        
（２割分）

負担段階

負担段階

多
床
室

特養入所利用料概算・利用者負担額の割合（２割）

居住費 食　費

要
介
護
１

要
介
護
認
定
区
分

基準 （1日／１２３１円） 36,301 129,473

基準

44,795

134,49036,301

（1日／１４４５円）26,505

居住費

要
介
護
２

従
来
型
個
室

124,694

施設サービス費         
（２割分）

（1日／１４４５円） 44,795

48,377

（1日／１２３１円）

（1日／　９１５円） 26,505 （1日／１４４５円） 44,795

基準



【看護体制(Ⅰ・Ⅱ)・栄養マネジメント・夜勤職員配置Ⅰ・個別機能訓練・サービス提供体制強化・介護職員等処遇改善加算Ⅰ有り※R６．８～】

従
来
型
個
室

特養入所利用料概算・利用者負担額の割合（２割）

居住費 食　費

要
介
護
３

要
介
護
認
定
区
分

費用額合計      
　　（加算有り）

26,505

（1日／１４４５円）

36,301

44,795

☆ この概算は、３１日間のものです。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。

従
来
型
個
室

多
床
室

要
介
護
認
定
区
分

44,795

要
介
護
４

129,926（1日／１４４５円）

（1日／１４４５円）

44,795

施設サービス費           
（２割分）

144,739

134,943

44,795

負担段階

負担段階

36,301

（単位は、円です。）　

費用額合計      
　　（加算有り）

多
床
室

施設サービス費           
（２割分）

26,505

食　費居住費

（1日／１４４５円）

139,722

58,626

63,643

基準

基準

（1日／　９１５円）

（1日／１２３１円）

（1日／１２３１円）

（1日／　９１５円）

基準

基準



（　1日／１９単位）

　（３１日／１１９５円）

（　1日／１１単位）

（３１日／６９２円）

（１日／２２単位）

（３１日／１３８３円）

（１日／１２単位）

（３１日／７５５円）

（１日／２２単位）

（３１日／１３８３円）

利用単位数に１４％の
加算率を乗じたもの

36,301

特養入所利用料概算・利用者負担額の割合（２割）

居住費 食　費

要
介
護
５

要
介
護
認
定
区
分

（1日／１２３１円）

【看護体制(Ⅰ・Ⅱ)・栄養マネジメント・夜勤職員配置Ⅰ・個別機能訓練・サービス提供体制強化・介護職員等処遇改善加算Ⅰ有り※R６．８～】

費用額合計     
　　（加算有り）

負担段階

44,795

施設サービス費           
（２割分）

看護体制加算（Ⅰ・Ⅱ）

栄養マネジメント強化加算

自
己
負
担
２
割
と
す
る
水
準 サービス提供体制強化加算Ⅰ

（1日／１４４５円）

◇負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合が２割と
なる。※月額上限があるため全員の負担が２倍にはならない。

（1日／　９１５円）

44,795基準

◇年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で２８０万円、２
人以上世帯で３４６万円未満の場合は１割負担に戻る。　　　　　　　
※合計所得額が１６０万円以上であっても、実質的な所得が２８０万
円に満たないケースや２人以上世帯における負担能力が低いケー
スを考慮するため。

基準

従
来
型
個
室 67,745

（1日／１４４５円）

☆ この概算は、３１日間のものです。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

（単位は、円です。）　

148,841

139,04526,505

個別機能訓練加算Ⅰ

多
床
室

◇合計所得金額１６０万円以上の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（単身で年金収入のみの場合、２８０万円以上）　　　　　　　　　　　
　※合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、
必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前
の所得金額額。

夜勤職員配置加算Ⅰ


